
1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2月 3月6月

事務作業全般
事務作業全般

庁内調整・会議
審議会

11

月

12

月
1月7月

　地方青少年問題協議会法に基づいて設置した協議会を、年2回開催します。協議会の委

員は茅ヶ崎市青少年問題協議会要綱で定められた議員や関係団体の代表者で構成されてい

ます。青少年に関する重要事項を調査審議するとともに、その実施に関して関係機関との

連絡調整を図ります。

委員推薦依頼（2年に1度）
委嘱事務（2年に1度）
幹事会
協議会

8月 9月
10

月
4月 5月

青少年問題協議会事務

青少年課教育推進部



・地方青少年問題協議会法

・茅ヶ崎市附属機関設置条例

・茅ヶ崎市青少年問題協議会規則

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

SNS等の検索 事務作業全般
関係課への報告 事務作業全般

　インターネット上でのトラブルから子どもたちを守るため、SNS等を検索するととも

に、個人やクラスが特定できるもの、児童、生徒、教職員への誹謗中傷等については学校

と連携し、課題解決につなげています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ネットパトロール事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

新１年生への防犯ブザー配付 事務作業全般
関係団体を通じた子ども110番の家ステッカー配付 周知・広報

子どもの安全キャンペーン 周知・広報

9月
10

月

11

月

⾧期休暇明け啓発活動 周知・啓発
子どもの安全を守る都市宣言の啓発活動 周知・啓発

　犯罪や事故等から子どもを守り、安全な社会環境づくりの推進を図るため、「子どもの

安全を守る都市宣言」に基づき、青少年団体をはじめとした各地域や学校と連携し、積極

的な取り組みが実施されるよう支援します。小学校に入学する新１年生への防犯ブザー配

付、子ども１１０番の家のステッカー配付、また学校の⾧期休暇明けに合わせ全庁的な啓

発活動等を実施することで地域の見守り体制の強化を図ります。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

子どもの安全周知啓発事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

インリーダー研修開催 事業開催
ジュニアリーダー養成講座の周知 周知・広報

9月
10

月

11

月

ジュニアリーダー養成講座の開催 市民等向け研修・講座

小学生向け体験活動事業開催 市民等向け研修・講座

　地域の青少年リーダーとして活動するジュニアリーダーを養成するため、各種事業を実

施します。

　新中学１年生を対象としたジュニアリーダー養成講座では、ゲームやレクリエーション

指導、屋内・野外での活動における安全管理等の研修、ボランティアスピリットについて

の講座を実施します。

　小学5・6年生を対象とした体験活動事業では、中学生や高校生のジュニアリーダーが

リーダーとなり、異年齢間の交流を図るとともに、集団生活を通じて社会性等を身につけ

ます。ジュニアリーダーとの活動を体験した小学生が、リーダーシップを取れるように、

また中学校入学後、ジュニアリーダー養成講座受講につながるよう実施します。

　

　小学校３年生から６年生を対象としたインリーダー研修では、学校や地域の青少年リー

ダーとして活動ができる人材を育成するため実施します。

　また、受講後、小学生リーダー養成講座、ジュニアリーダー養成講座の受講につながる

よう実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ジュニアリーダー養成事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

小学校ふれあいプラザの開催 事業開催

パートナー向け研修の実施 市民等向け研修・講座

委託契約関連事務 伝票処理・契約事務

児童クラブとの一体型実施に向けた検討 検討

情報交換会の開催 市民等向け研修・講座
小学校ふれあいプラザ運営協議会 庁外調整・会議

　放課後等に学校等を活用し、子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地

域住民の参画を得て、子どもたちとともに勉強、スポーツ、文化活動や地域住民との交流

活動等の取組みを実施することにより、子どもたちが地域社会の中で心豊かで健やかに育

まれる環境づくりを推進するため、学校、保護者、地域の方々で組織された運営委員会に

より、小学校区ごとに小学校ふれあいプラザを開催します。

　なお、平成３０年９月に文部科学省と厚生労働省により策定された「新・放課後子ども

総合プラン」においては、児童福祉や教育分野における施策の動向も踏まえ、これまでの

放課後児童対策の取組をさらに推進させるため、放課後児童クラブの待機児童の早期解

消、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体的な実施の推進等による全ての児童の安

全・安心な居場所の確保を図ることとされており、これまで以上に教育と福祉が連携し、

子どもたちの居場所を確保することが求められています。

　これらの状況を踏まえ、小学校ふれあいプラザと児童クラブの連携のための課題等の洗

い出し及び対策を進めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

小学校ふれあいプラザ事業

教育推進部 青少年課



あり

・新・放課後子ども総合プラン（文部科学省・厚生労働省）

・放課後児童対策パッケージ（こども家庭庁・文部科学省）

※関係する法令

・社会教育法第５条第２項



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

市民団体との打合せ 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

ちがさき宇宙教室の開催 事業開催

　土井隆雄宇宙飛行士と野口聡一宇宙飛行士を輩出した本市は、「宇宙飛行士ゆかりのま

ち」として、次世代を担う子どもたちを始め、多くの方々に宇宙や科学に関する知識をわ

かりやすく提供するため、市民団体等と協力して「ちがさき宇宙教室」を開催します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

委託契約 伝票処理・契約事務
広報媒体掲載 事務作業全般
「はたちのつどい」開催 事業開催

関係機関打ち合わせ 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

実行委員推薦依頼・公募 事務作業全般
実行委員会議の開催 庁外調整・会議

　人生の節目に改めて自覚を促し、祝い励ますとともに、家族や友人、地域とのつながり

をより深める機会とするため、成人の日に20歳となる方を対象に「はたちのつどい」を実

施します。

　市内中学校を卒業した20歳の方、公募による青少年指導員連絡協議会の代表者により構

成される実行委員が年間を通して会議を重ね、企画・運営を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

成人の日関連事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

事業の周知・広報 事務作業全般
冒険遊び場の開催 事業開催

9月
10

月

11

月

団体及び庁内関係課調整 庁外調整・会議
業務委託関連事務 伝票処理・契約事務

　自然環境の中で、五感を使って様々なことに興味を持ち、いろいろな人と関わりながら

遊ぶことにより、子どもたちの生きる力を育むことを目指し、市民団体と連携し禁止事項

の少ない子どもたちの遊び場を提供します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

冒険遊び場事業

教育推進部 青少年課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■ ■ ■
6 ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

子ども会新役員研修開催 市民等向け研修・講座
青少年育成推進連絡会議開催 庁外調整・会議

補助金等交付に係る事務 伝票処理・契約事務
青少年健全育成団体連絡調整、活動支援 事務作業全般
子ども大会委託契約に係る事務 伝票処理・契約事務
青少年指導者等への行政研修開催 市民等向け研修・講座

　青少年育成推進協議会や単位子ども会、市子ども会連絡協議会などの青少年健全育成団

体の円滑な活動や活性化のため、地域間の情報交換、体験活動の支援、情報提供等の支援

を行います。

　様々な体験活動や異年齢間の交流を通し、子どもの自立性、社会性を育むため、また、

地域による子どもの育成の意識を醸成するため、市から各青少年育成推進協議会に委託

し、地域ごとに子ども向け事業を企画、実施します。

　このほか、青少年指導者等の資質の向上を目的に研修を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

青少年関係団体の育成事業

教育推進部 青少年課



なし

※関係する要綱

・茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課所管に係る補助金等交付要綱



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

教育推進部 青少年課

青少年指導員活動支援事務

　茅ヶ崎市域の青少年指導員の活動を推進し、地域の青少年育成の振興促進を図るため、

学区や市域における青少年指導員の活動を支援します。

4月 5月

定例会議等の連絡調整 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

青少年指導員推薦関連事務（2年に1度） 事務作業全般
青少年指導員報償関連事務 伝票処理・契約事務

業務委託関連事務 事務作業全般



あり

・神奈川県青少年保護育成条例

※関係する要綱

・茅ヶ崎市青少年指導員の設置に関する要綱



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

教育推進部 青少年課

青少年広場の運営管理

　青少年に安全な遊び場を提供するため、土地所有者の方や地域の理解を得る中で、青少

年広場の除草、遊具の点検等により、維持管理します。

　また、神奈川県水道局より借用し上部利用している、赤羽根配水池及び芹沢配水池につ

いて、利用団体の受付事務等を行います。

4月 5月

赤羽根第二及び芹沢富士見台青少年広場受付事務 申請等受付

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

除草及び清掃業務委託 伝票処理・契約事務
広場借用契約更新関連事務 事務作業全般

青少年広場巡回(安全点検・除草及び清掃) 現場調査・訪問



なし

※関係規則等

・青少年広場の借用要綱

・茅ヶ崎市市税条例施行規則



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

指定管理者選定事務 事務作業全般

9月
10

月

11

月

年度協定締結及び支払い事務 伝票処理・契約事務
モニタリング 庁外調整・会議

　子どもが安全安心に遊べる場所を提供することを通じ、心身の健全な発達を図るため、

地域からの要望に基づき市が設置した「子どもの家」の管理運営を指定管理者に委託し、

行います。

　また適正な管理ができているか確認するため、四半期に一度、モニタリングを行いま

す。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

子どもの家の運営管理

教育推進部 青少年課



・茅ヶ崎市子どもの家条例

・茅ヶ崎市子どもの家条例施行規則

あり



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■
6 ■ ■
7 ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

指定管理者・来館者からの問い合わせ対応 相談・問合せ対応
実績報告書の確認・精算 伝票処理・契約事務
建物維持管理点検の確認 事務作業全般
モニタリング 現場調査・訪問

定例会の実施 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月
3月

基本協定書及び年度協定書等の作成、協定締結 伝票処理・契約事務
事業計画の確認、指定管理料の支払い 伝票処理・契約事務

12

月
1月 2月

　市の指針による定期的なモニタリングに加え、細やかに運営状況を確認することで、指

定管理者と課題を共有します。地域とのつながりなど指定管理者を側面から支援し、さら

なるサービス向上を図ります。

　また、令和１１年度からの次期指定管理を見据え、茅ヶ崎公園及び公園施設の一体的な

管理運営について関係課と協議し、課題の抽出や分析を行います。

4月 5月 6月 7月 8月

茅ヶ崎公園体験学習センターの運営管理

教育推進部 青少年課



・茅ヶ崎公園体験学習センター条例

・茅ヶ崎公園体験学習センター条例施行規則

あり



1 ■
2 ■
3 ■ ■
4 ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■ ■ ■ ■
12
13
14
15

公設民営児童クラブ管理運営事業

教育推進部 青少年課

　指定管理者制度等を採用した公設民営児童クラブに対し、指定管理料等を支出するとと

もに、使用施設の光熱水費や賃借料、修繕に係る支出を行います。

　さらに、児童の安全・安心な放課後の居場所等を創出できるよう、指定管理者との定例

会を毎月実施し、情報共有を図るとともに、必要に応じて指定管理者に指導・助言を行い

ます。

　また、公設民営児童クラブ管理運営事業者及び入所児童の保護者からの問い合わせ等に

対応し、円滑なクラブ運営が行えるよう支援します。

前年度実績報告書の確認・精算 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

年度協定書等の作成、協定締結 伝票処理・契約事務
児童クラブ施設賃貸借契約締結 伝票処理・契約事務

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

相談・問合せ対応
実績報告書の確認・精算 伝票処理・契約事務

指定管理料等の支払い、事業計画の確認 伝票処理・契約事務
国県補助金交付申請 伝票処理・契約事務
光熱水費・賃借料の支払い 伝票処理・契約事務

施設修繕の実施 伝票処理・契約事務
モニタリング 現場調査・訪問

定例会の実施 庁外調整・会議
法人・保護者からの問い合わせ対応



あり

・児童福祉法

・茅ヶ崎市児童クラブ条例

・茅ヶ崎市児童クラブ条例施行規則

・茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業実施要綱



1 ■
2 ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7 ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

児童クラブ育成料減免事業

教育推進部 青少年課

　申請のあった保護者の世帯の課税状況に応じて、公設民営児童クラブ育成料の減免制度

を実施します。

　対象となる世帯は、①被生活保護世帯②市民税非課税世帯③市民税均等割のみ課税世帯

とし、①及び②は全額、③は半額免除（おやつ代・延⾧保育料は除く）としています。

　なお、減免申請の受付及び審査は市で実施し、結果通知は指定管理者が行います。

児童クラブ育成料（７月以降）減免申請受付 申請等受付

9月
10

月

11

月

児童クラブ育成料（４～６月分）減免審査 事務作業全般
児童クラブ育成料（７月以降）減免申請周知 周知・広報

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

児童クラブ育成料（７月以降）減免審査 事務作業全般
児童クラブ育成料（翌４～６月分）減免申請周知 周知・広報
児童クラブ育成料（翌４～６月分）減免申請受付 申請等受付
児童クラブ育成料（翌４～６月分）減免申請審査 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市児童クラブ条例

・茅ヶ崎市児童クラブ条例施行規則

・茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業実施要綱



1 ■
2 ■ ■
3 ■
4 ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■
8
9
10
11
12
13
14
15

民設民営児童クラブ運営支援事業

教育推進部 青少年課

　市が「放課後児童健全育成事業」として公募し選定した民設民営児童クラブ等に対し、

運営費等の補助金を交付します。

　また、民設民営児童クラブ運営事業者からの問い合わせ等に対応するほか、適宜助言・

指導を実施し、児童の安全安心な放課後の居場所を提供できるよう努めるとともに、事業

者連絡会議を開催し、クラブ運営に関する課題等について共有する場を設けます。

当該年度補助金交付申請書の確認及び支払い 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

青少年課所管に係る補助金等交付要綱の制定 事務作業全般
前年度実績報告書の確認及び精算 伝票処理・契約事務

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国県補助金交付申請 伝票処理・契約事務
法人からの問い合わせ対応及び助言・指導 相談・問合せ対応
事業者連絡会の実施 庁外調整・会議
補助金実績報告書の確認及び精算 伝票処理・契約事務



あり

・児童福祉法

・茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例　　　　・

茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

・茅ヶ崎市放課後児童健全育成事業実施要綱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

茅ヶ崎市教育委員会教育推進部青少年課所管に係る補助金等交付要綱



1 ■
2 ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■
5 ■
6 ■ ■
7 ■
8 ■ ■
9 ■
10 ■
11
12
13
14
15

⾧期休暇対策事業

教育推進部 青少年課

　働き方、生活スタイルの多様化に伴う保育需要の拡大や、子育て世代の流入人口増加等

の影響を受け、本市児童クラブの申請者数が増加傾向にあり、学区によって継続的に待機

児童が発生し、児童クラブの利用を希望する多くの児童が、児童クラブを利用できない状

況です。

　そのため、委託事業として、通常、児童クラブに通所していない小学校３年生から６年

生までの児童を対象に、⾧期休暇中（夏季・冬季・春季）の居場所を提供することによ

り、保護者が就労等で⾧期休暇期間中に家庭に不在になる家庭に対し、子育てと社会参加

の両立を支援します。

　夏季はサマースクール、冬季はウインタースクール、春季はスプリングスクールを開催

し、各スクールでは、季節に応じた体験活動ができるようメニューを検討するとともに、

宿題支援などの学習活動も実施します。

学校活用に向けた諸調整 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

⾧期休暇対策事業契約 伝票処理・契約事務
⾧期休暇対策事業費支払い 伝票処理・契約事務

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

周知・広報
スプリングスクール活動報告確認 事務作業全般

サマースクール広報 周知・広報
サマースクール活動報告確認 事務作業全般
ウインタースクール広報 周知・広報

⾧期休暇対策事業実績確認 伝票処理・契約事務

ウインタースクール活動報告確認 事務作業全般
スプリングスクール広報



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

児童クラブ待機児童解消対策推進事業

教育推進部 青少年課

　厳しい財政状況の中、多様化する保育需要に対応するためには、児童クラブの整備だけ

でなく、多角的な視点から児童の放課後の居場所づくりを検討しなければなりません。

　そのため、「新・放課後子ども総合プラン」を具現化し、「第2期茅ヶ崎市子ども・子育

て支援事業計画」を補完する取り組みとして、茅ヶ崎市実施計画2025と連動した茅ヶ崎市

児童クラブ待機児童解消対策（令和５年度～７年度版）を令和5年3月に策定しました。

　本対策に基づき、新たな民設民営児童クラブの設置や、⾧期休暇対策事業の拡充に取り

組んでいきます。

　また、保護者が⾧期不在となることへの不安を解消するため、学校施設も活用しなが

ら、小学校１～３年生の待機児童が多く発生している学区を対象とした夏季休暇中の臨時

保育に取り組みます。

　なお、令和７年度については、茅ヶ崎市児童クラブ待機児童解消対策（令和５年度～７

年度版）対象期間最終年度を迎えるため、次期茅ヶ崎市児童クラブ待機児童解消対策を策

定します。

夏季臨時保育のための準備 事務作業全般

9月
10

月

11

月

策定された待機児童解消対策への取り組み 事務作業全般
夏季臨時保育の実施 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

次期茅ヶ崎市児童クラブ待機児童解消対策の策定 事務作業全般



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

放課後児童対策パッケージ 2025推進事業

教育推進部 青少年課

　国では、特に放課後児童クラブの受け皿整備について、「放課後子ども総合プラン」

（平成26年7月策定）、「新・放課後子ども総合プラン」（平成30年9月策定）、「放課後

児童対策パッケージ」（令和５年12月策定）により、こども家庭庁（令和4年度以前は厚

生労働省）と文部科学省連携し、「場の確保」、「人材の確保」、「適切な利用調整

（マッチング）」の観点から各種補助事業等を通じて集中的に取り組み、放課後児童対策

のより一層の強化を図っています。　また、国はこの流れを受け、これまでの取り組みの

中で浮かび上がってきた課題を踏まえて従来的の取り組みの継続に加えて新たな取り組み

を進めることとし、こども家庭庁と文部科学省が連携し、令和６年７年度中に集中的に取

り組むべき内容について「放課後児童対策パッケージ2025」として取りまとめられてお

り、放課後児童クラブと放課後子供教室（本市名称：小学校ふれあいプラザ）の校内交流

型・連携型の推進などの取組みにおいて、放課後児童クラブ・学校関係者の世降り一層の

連携・協力を図っていくことや、学校施設の積極的な活用の必要性等について触れられて

います。

　そのため、引き続き、小学校ふれあいプラザ運営協議会へ参加し、小学校ふれあいプラ

ザと児童クラブの連携のための課題等の洗い出し及び対策を進めます。

　その他、両事業の連携を促進するため、民間施設賃借による児童クラブについて、賃貸

借契約期間満了等の時期を見据えながら、放課後児童クラブにおける学校施設の利活用を

検討していきます。

9月
10

月

11

月

児童クラブとプラザ連携強化に向けた検討 検討
学校施設利活用の検討 検討

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



なし

 


